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入
場
券
は

世
帯
ご
と
に
郵
送
で

　
入
場
券
は
、は
が
き
で
各
世
帯
に

有
権
者
全
員
分
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

は
が
き
１
枚
に
つ
き
４
人
分
の
入
場

券
が
つ
い
て
い
ま
す
。有
権
者
が
１

世
帯
あ
た
り
５
人
以
上
に
な
る
と
、

は
が
き
が
２
枚
以
上
郵
送
さ
れ
ま

す
。

　
有
権
者
の
方
は
、そ
の
入
場
券
を

切
り
取
り
、投
票
所
へ
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。な
お
、選
挙
資
格
が
あ
る
の

に
、入
場
券
が
届
か
な
い
場
合
は
、選

投
票
で
き
る
方

　■
年
齢
要
件
　
平
成
12
年
２
月
19
日

ま
で
に
生
ま
れ
た
方

■
住
所
要
件
　
平
成
29
年
11
月
12
日

ま
で
に
鳩
山
町
に
住
民
登
録
を
し
、

引
き
続
き
町
内
に
居
住
し
、住
民
基

本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
方
。

※
鳩
山
町
外
へ
転
出
さ
れ
た
方
は
投

票
で
き
ま
せ
ん
。

　議会のしくみ　　 　
議会の役割
　町が行う、福祉・教育・道路など町民の生活
に深くかかわる仕事について、すべての町民が
一堂に会して話し合うことは不可能です。そこ
で、選挙によって町民の代表者である「町議会
議員」や「町長」を選び、町政を委ねます。
　町議会は、皆さんの代表である議員の合議に
よって、町政を進める上での町の意思を決定し
たり、町政が適正に行われているかをチェック
したりする「議決機関」です。
　町議会と町長は、それぞれ独立の機関であっ
て、対等な立場にあります。それぞれの権限を
明確に分割し、お互いにけん制・協力し合うこ
とにより、公正で均衡のとれた円滑な町政運営
ができます。

議会の運営
　町議会には、3 月・6
月・9 月・12 月 の 年 4
回定期的に招集される

「定例会」と、必要が生じ
た場合にその都度招集
される「臨時会」があります。定例会や臨時会で
は、会期が定められ、本会議や委員会を開き、議
案等の審議・審査など議会活動を行います。
　本会議は、議員全員で構成され、町議会の意
思を決定する会議です。町議会に提出された議
案や町議会としての意見表明などは、最終的に
はすべて本会議において決められます。
　議員は招集された日に議場に参集し、原則と
して議員定数の半数以上の議員が出席したと
きに、議長の宣告により会議が開かれます。
　本会議では、提案された議案についての説明
や質疑、賛成・反対意見の表明、そしてその議
案を認めるかどうかの採決などが行われます。
また、議員が町政全般の施策等について町長な
どの考えを問う一般質問を行うのを通例とし
ています。

ご存知ですか

挙
管
理
委
員
会
へ
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

　
入
場
券
を
な
く
さ
れ
た
方
は
、お

早
め
に
選
挙
管
理
委
員
会
へ
連
絡
す

る
か
、当
日
、投
票
所
の
受
付
に
申
し

出
て
く
だ
さ
い
。

代
理
投
票

　
身
体
の
障
が
い
な
ど
に
よ
り
、ご

自
身
で
字
を
書
く
こ
と
が
で
き
な
い

方
は
、投
票
所
の
係
員
に
申
し
出
て

く
だ
さ
い
。係
員
が
本
人
に
代
わ
っ

て
投
票
用
紙
に
記
入
し
ま
す
。投
票

の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

選
挙
公
報
は

新
聞
の
折
り
込
み
で

　
選
挙
公
報
は
、投
票
日
の
数
日
前

に
新
聞
折
り
込
み
さ
れ
ま
す
。折
り

込
み
新
聞
は
、朝
日
・
読
売
・
毎
日
・

日
本
経
済
・
産
経
・
東
京
・
埼
玉
の

各
紙
で
す
。こ
れ
ら
の
新
聞
以
外
を

購
読
さ
れ
て
い
る
世
帯
、新
聞
未
購

読
世
帯
は
、あ
ら
か
じ
め
選
挙
管
理

委
員
会
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。郵
送

な
ど
の
方
法
で
お
届
け
し
ま
す
。

　
ま
た
、選
挙
公
報
を
入
手
し
や
す
く

す
る
た
め
、次
の
施
設
に
も
用
意
し
て

い
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
配
置
場
所
　
役
場
、役
場
東
出
張

所
、中
央
公
民
館
、総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー
、今
宿
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
、町
立
図
書
館
、地
域
包
括
ケ
ア

セ
ン
タ
ー中

央
公
民
館
で

即
日
開
票

　
開
票
は
即
日
開
票
で
、午
後
９
時

か
ら
町
中
央
公
民
館
で
行
わ
れ
ま

す
。参
観
は
、今
回
の
選
挙
権
が
あ
れ

ば
ど
な
た
で
も
で
き
ま
す
。

　
な
お
、定
員
は
20
人
で
す
。参
観
を

希
望
さ
れ
る
方
は
、当
日
午
後
８
時

30
分
ま
で
に
開
票
会
場
に
お
い
で
く

だ
さ
い
。開

票
状
況
は
電
話
と

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

　
投
票
日
の
午
後
10
時
５
分
か
ら
30

分
お
き
に
電
話
で
聞
く
こ
と
が
で
き

ま
す
。ま
た
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も

随
時
、開
票
の
状
況
を
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

【
電
話
】
０
１
８
０

－
９
９

－

４
５
０
０（
※
携
帯
電
話
等
か
ら
は

利
用
不
可
）

【
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
】http:// 

w
w

w.tow
n.hatoyam

a.saitam
a.jp

■
問
合
せ
　
鳩
山
町
選
挙
管
理
委
員

会（
役
場
総
務
課
内
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
２
９
６

－

１
２
１
４

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
２
９
６

－

２
５
９
４

貴重な一票を

大切に

　議会議員の欠員による鳩山町議会議員補欠
選挙を、２月 13 日 ( 火 ) 告示、２月 18 日 ( 日 )
投開票の日程で行います。
　補欠議員の定数は３人です。
　選挙は地域課題を解決するための枠組みを
決める議員を選ぶ、大変重要な権利です。
　これからの未来のために、ぜひ貴重な一票
を投票しましょう。

投票日に都合が悪い方は．．．

種　別 概　要

期日前投票

■投票期間　２月14日(水)～17日(土)
■投票時間　午前８時30分～午後８時
まで
■投票場所　役場１階 ホール
※入場券が届いている場合は、忘れずに
持参してください。

不
在
者
投
票

指定を受けた病院や
老人ホームで投票

申し出があれば、病院や老人ホームなど
で投票できます。ご希望の方は、施設の長
に申し出てください。

郵便による
不在者投票

身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ち
の方で、一定の要件を満たしている方、ま
たは障がいの程度が一定の要件に該当す
ると県知事などが証明した場合は、郵便
による不在者投票ができます。

滞在地の市区町村で
投票

事前に手続きが必要です。詳しくは選挙
管理委員会にお問い合わせください。

７ ６

  鳩山町　議会議員補欠選挙
　　投票日は　 ２月 18 日（日）

　　　午前７時～午後８時

　

投
票
所
は

　

お
間
違
え
な
く

投
票
所
は
、町
内
に
７
か
所
あ
り

ま
す
。入
場
券
に
書
い
て
あ
り
ま

す
の
で
、お
間
違
え
の
な
い
よ
う

に
お
願
い
し
ま
す
。

第１投票所
公
民
館
亀
井
分
館

大橋・泉井

第３投票所上
熊
井
集
落
セ
ン
タ
ー

高野倉・熊井（一部除く）

第２投票所
亀
井
農
村
セ
ン
タ
ー

奥田・須江・竹本

第５投票所
公
民
館
石
坂
分
館

石坂（石坂二除く）
楓ヶ丘四丁目

鳩ヶ丘三・四丁目

第４投票所今
宿
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

小用・大豆戸・赤沼・今宿
石坂（石坂一除く）

熊井の一部
鳩ヶ丘五丁目の一部

第７投票所地
域
包
括
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

松ヶ丘一 ～ 四丁目
楓ヶ丘二・三丁目

第６投票所
鳩
山
小
学
校
体
育
館

楓ヶ丘一丁目
鳩ヶ丘一・二丁目

鳩ヶ丘五丁目（一部除く）

地域包括
ケアセンター

　満18歳以上の日本国民で、３か月以上町内
に住所がある住民には、町議会議員を選挙す
る権利（選挙権）があり、選挙権をもつ満25歳
以上の人には町議会議員に立候補する権利
（被選挙権）があります。
※�今回の補欠選挙は２月13日（火）までに立候
補届出をする必要があります。届出数が定
数以下の場合は無投票当選となります。


